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会議次第 

１．開会 

２．挨拶 

３．出席委員数の報告 

〇事 務 局：続きまして、次第の３、出席委員数の報告でございます。あらかじめ欠席の

ご連絡があった委員は佐藤忠委員、相澤美恵委員の２名でございます。委員

１２名中１０名の出席がございますので、本協議会規則３条により、本日の

協議会が成立することをご報告申し上げます。 

４．会議録署名委員の指名 

〇事 務 局：次に、会議録署名委員の指名でございます。今回は齋藤敦匡委員を指名させ

ていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。また、先ほどの資料確

認の際に言い忘れておりましたが、本日の会議次第に一部訂正がございます。

お配りした会議次第には、議事が５番、その他が６番となっておりますが、

議事を６番、その他を７番に訂正をお願いいたします。 

５．報告 

（１）平成３０年度国民健康保険特別会計予算（案）について 

〇事 務 局：この後の進行につきましては、会長にお願いしたいと思います。会長どうぞ

よろしくお願いいたします。 

〇会 長：それでは、報告事項の（１）平成３０年度国民健康保険特別会計予算（案）

について、事務局の説明をお願いいたします。 

〇事 務 局：－－－資料１に基づき詳細に説明－－－ 

〇会 長：ありがとうございました。この内容について、皆さんからご質問はあります

か。 

          （なしの声あり） 

〇会 長：報告事項でありますので、皆さんよろしいですね。 

          （はいの声あり） 

（２）村上国民健康保険条例の一部を改正する条例（案）について 

〇会 長：それでは、報告事項の（２）村上市国民健康保険条例の一部を改正する条例

（案）について、事務局の説明をお願いします。 

〇事 務 局：－－－資料２に基づき詳細に説明－－－ 

〇会 長：ありがとうございました。今の内容について、皆さんからご質問ありますか。 

          （なしの声あり） 

〇会 長：こちらも報告事項でありますので、次に移りたいと思います。 

（３）村上市国民健康保険給付等準備基金条例の一部を改正する条例（案） 

〇会 長：それでは、報告事項の（３）村上市国民健康保険給付等準備基金条例の一部

を改正する条例（案）、事務局より説明をお願いします。 

〇事 務 局：－－－資料３に基づき詳細に説明－－－ 

〇会 長：今ほどの内容について、皆さんから何かご質問はありますか。 

          （なしの声あり） 

〇会 長：では、報告を終わりたいと思います。 

６．議事 

（１）村上市国民健康保険税率改定の諮問及び答申について 

〇会 長：それでは、次第の６、議事に入りたいと思います。最初に、（１）村上市国
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民健康保険税改定の諮問及び答申について、事務局から説明をお願いします。 

〇事 務 局：－－－資料４に基づき詳細に説明－－－ 

〇会 長：ありがとうございました。全体的に税率が下がるということですが、県が計

算をした標準保険税率をそのまま使用するというわけにはいきませんし、低

所得者の負担を減らすために応益割を低くすると、おおむね５０対５０のバ

ランスを保つのが難しいという点も踏まえまして、慎重に検討しなければな

らないかと思います。皆さんの意見、ご質問をお願いしたいと思います。 

〇委 員：よろしいでしょうか。まず、村上市の保険税率を結果として下げた理由は、

県からの交付金を多くもらえるからという理解でよいかどうかをお聞きした

いと思います。もう一つは、３０年度の診療報酬改定についてです。前回も

ご質問をさせてもらいましたが、診療報酬改定に基づいた医療給付費がどの

程度見られているのでしょうか。今回の資料を見ますと、年々医療費は増加

しているということだけで片づけられていますが、薬価は相当の下げ幅にな

っています。どの薬剤をどういうふうに下げるというのはまだ出ていません

が、相対的に下げるということが決まりました。ということは、個々の薬剤

も相当下がるという前提になると思います。また、反対に診療報酬費は少し

上がります。今回はその辺りについてどう見られたかをお教えいただけます

か。 

〇事 務 局：最初に国民健康保険税率が下がった理由でございますけども、これは平成

３０年度に予定されております国からの公費拡充額、これが約１，７００億

円あるのですけども、本算定ではそのうち１，６００億円程度反映したとい

うことで、公費の拡充分が影響しているというふうに考えております。 

〇委 員：つまりは県からの助成が増えているということですよね。 

〇事 務 局：はい。 

〇事 務 局：もう一点の診療報酬改定の関係についてですけれども、前回の試算のときに

は、診療報酬の改定部分は含まれておりませんでしたが、今回県から示され

た事業費納付金には診療報酬改定や医療費の推移が加味されているとのこと

です。具体的にどのように反映しているのかというところの詳細については

まだ情報は来ておりませんが、１月の上旬に内示があり、その段階の数字で

今回お示しさせていただいたということでございます。 

〇委 員：詳細の説明を受けていないのでわかりませんよというのはよくわかるのです

が、県も間違うことがあります。いずれ市町村に詳細な説明があったときに

はきちんと評価をしなければいけないと思いますが、そのようなタイミング

はあるのでしょうか。 

〇事 務 局：委員が言われたように、確かに妥当性を評価する必要があると思います。た

だ、そのタイミングについては、県からの説明がいつになるのかがわかりま

せんので、現時点では何とも言えません。いずれ県から説明があった際には、

提示された数字の評価ということもしていきたいと考えています。 

〇会 長：ほかにございますか。 

          （なしの声あり） 

〇会 長：それでは、事務局の案を修正せず、本協議会の答申としてよろしいですか。 

          （はいの声あり） 

〇会 長：皆さんのご賛同をいただきましたので、事務局の案を修正せず、答申したい
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と思います。よろしくお願いします。 

（２）村上市第２期国民健康保険データヘルス計画及び村上市第３期特定健康診査・特定保健指導

実施計画（素案）のパブリックコメント実施結果の公表と計画案の調製・答

申について 

〇会 長：続きまして、議事の（２）データヘルス計画案のパブリックコメント実施の

結果の公表と計画案の調製・答申について、事務局の説明をお願いします。 

〇事 務 局：－－－資料５に基づき詳細に説明－－－ 

〇会 長：ありがとうございました。こちらの計画も何とか本日中に結論を得たいと思

いますので、よろしくお願いします。審議については、パブリックコメント

の結果公表と計画案を分けて行いたいと思います。ます、結果公表について

は、意見はなかったということですが、このことについて皆さんから何かご

質問ございますか。 

          （なしの声あり） 

〇会 長：それでは、案のとおり公表してよろしいでしょうか。 

          （はいの声あり） 

〇会 長：では、そのようにしたいと思います。次に、計画案の内容について、皆さん

からの質問、ご意見がありましたらお願いします。もしなければ事務局案を

修正せず、本協議会の答申としてよろしいですか。 

          （はいの声あり） 

〇会 長：それでは、事務局案を本協議会の答申としたいと思います。あしたの午後１時

半に市長と面会をし、さきほど承認をいただいた税率改定と併せて答申をさ

せていただきたいと思います。よろしいでしょうか。 

          （はいの声あり） 

〇会 長：ご審議ありがとうございました。 

７．その他 

（１）法令改正に伴う本協議会委員の任期変更と次期委員の委嘱について 

〇会 長：続きまして、次第の７、その他の（１）法令改正に伴う本協議会委員の任期

変更と次期委員の委嘱について、事務局の説明お願いします。 

〇事 務 局：－－－資料６に基づき詳細に説明－－－ 

〇会 長：皆さんのほうで何か質問ありますか。 

〇事 務 局：政令改正はこの４月１日からであり、３月３１日までは現行のままとなりま

す。誤解のないようにお願いしたいと思います。 

〇会 長：わかりました。その他に何かございますか。よろしいですか。 

          （はいの声あり） 

（２）その他 

〇会 長：それでは、（２）その他に移りたいと思います。事務局から何かありますか。 

〇事 務 局：特にございません。 

〇会 長：委員の皆様は特にございませんか。 

〇委 員：よろしいですか。今ほどの説明の中で、各委員からいただいたご意見は、事

業を実施していく中で反映していくという言葉があったかと思いますので申

し上げたいと思います。データヘルスは非常に重要な業務であり、これを成

功に導くことができるかどうかによって、国民健康保険加入者の健康がどう

なるかというところもあるわけです。しかし、現在の市の職員だけでは、十
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分な分析や対策をすることが難しいと思います。そこで、以前から申し上げ

ているように、データヘルスを支援してくれる業者を活用されてはいかがで

しょうか。実は私も、１月１８日に東京でデータヘルスの業者の見本市に行

ってきました。パナソニックを初めとするビッグネームの会社、中小の会社

が合わせて２０ほど出展しており、それぞれがノウハウを持っていました。

私が話を聞いた業者の中には、市町村国保のお手伝いもしているところも結

構ありました。業者としては、必要があれば幾らでも出向いて自分たちがで

きる内容などをプレゼンさせていただきたいとも言っていました。いずれ我

が健保でも業者を取り入れてみようかと思っているのですが、村上市ではど

ういうふうに考えていらっしゃるのでしょうか。委員がおっしゃっているよ

うに、住民の意識をどうやって上げていくかということが一番の問題であり、

それに対する取り組み方は市によってさまざま違ってくるとは思うのですが、

いい業者の力をかりるというのも一つの方策だと思います。村上市にお住ま

いの皆さんは健康であってほしいわけですから、こういう意見を申し上げて

いるのです。 

〇会 長：大変いいご意見だと思うのですが。 

〇事 務 局：ありがとうございます。今回の２期計画を作成するに当たり、業者からのア

ポイントメントというのも確かにありました。しかし、健康課題と、特定健

診結果の数値をリンクさせながら自分たちだけでやってみたいという保健師

たちの熱い思いがあったため、今回の計画書は自分たちで一からつくりあげ

ました。まずは自分たちでお金をかけずに動き、自分たちの地域がどう変わ

るかを見てみたいと思っています。中間見直しもございますので、国、県の

補助を利用して業者を取り入れるということも模索していきたいと思います

が、まずは保健師の熱い思いが詰まった本計画を進めていきたいというふう

に考えております。 

〇委 員：我々健保も、ただのデータ分析でしかないのであれば業者を取り入れる必要

はないと思っています。ただ、その先に踏み込んだことを手がけ始めている

業者も多くなっているのです。６年というロングランの中で、３年に１度見

直しをすることになっておりますが、私が以前に厚労省に質問したところ、

毎年見直しをしていいですと、予算をつけていただければいいですというふ

うにお聞きしていますので、業者とうまく接触をして、いかに安価でいい対

策がとれるかを市でも積極的に考えられたほうがいいのかと思います。 

〇事 務 局：ありがとうございます。大きな見直しは３年ですが、一年一年の検証もしな

ければならないと思っています。ありがとうございます。 

〇会 長：貴重なご意見ありがとうございました。そのほかにございますか。 

〇事 務 局：申し訳ありません。先ほど税務課長から説明もありましたけれども、本日配

付の資料４の２につきましては、まだ県より公表されていない情報ですので、

皆さんお帰りの際は机の上にお返しいただきますようご協力のほうよろしく

お願いいたします。 

〇会 長：資料４の２だけですね。 

〇事 務 局：資料４の２だけでございます。申しわけございません。 

〇会 長：それでは、本日の会議は全て終了とさせていただきます。本日は平成２９年

度の最後の協議会でございます。また、来年度は委員の改選もございます。
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私がこの２年間、会長として大過なくやってこられましたのは、ひとえに皆

様の支えとご協力があったからです。本当にありがとうございました。最後

になりましたが、この村上市国民健康保険運営協議会がますます発展するこ

とを願って終わりたいと思います。ありがとうございました。 

             

（午後１５：０３終了） 


